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平成２７年度市民参加対象事項の取組実績に対する 

安城市市民参加推進評価会議の評価結果について 

 

１ 市民参加推進評価会議について 

  市の施策の企画立案、実施及び評価の各過程に市民が主体的に関わり、行動

するため、平成２３年に安城市民参加推進条例（以下「条例」といいます。）

を施行しました。 

  市民参加推進評価会議（以下「評価会議」といいます。）は、条例の運用、

市民参加の実施状況の評価、市民参加の推進評価などを行うため設置されたも

のです。委員は、２年間の任期で、１０名のメンバーで構成されています。 

 

 氏 名 所属団体・役職等 区 分 

会長 鳥居 保 安城市町内会長連絡協議会会長 公共的団体 

副会長 中根 敬子 さんかく２１・安城会長 市民団体 

委員 荻野 留美子  
 

 

 

公募市民 

 

 

 

 

 

〃 柘植 千恵  

〃 野田 敏男  

〃 山下 眞志  

〃 昇 秀樹 名城大学教授 学識経験者 

〃 小森 義史 安城市協働サポータークラブ会長 市民団体 

〃 加藤 早苗 
ＮＰＯ法人育て上げネット中部虹の会 

理事長 市民団体 

公共的団体 
〃 大坪 久乃 安城商工会議所青年部 
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２ 市民参加の対象 

  条例第６条で次の４項目を市民参加の対象としています。 

（１）条例の制定または改廃 

（２）計画の策定または変更 

（３）制度の導入または改廃 

（４）公共施設の設置に係る計画等の策定または変更 

 

 

３ 市民参加の手段 

  市が市民参加を求める場合は、意思決定前の適切な時期に対象事項の内容を

考慮して、次に掲げる項目の１以上の方法により行うこととしています。 

（１）審議会等（市民が参加する合議制の会議） 

（２）パブリックコメント 

（３）市民説明会 

（４）ワークショップ 

 

 

４ 評価結果 

  平成２７年度に市が取り組んだ市民参加対象事項について、次の評価基準を

基に評価会議としての評価をしました。結果は次のとおりです。 

《評価基準》 

（１）予定どおり実施されていたか 

（２）市民参加の回数等は十分だったか 

（３）市民の意見を反映させていたか 

 

№  

対象事項 

評 価 結 果 

担当課 (1) 予定どおり 
おおむね予定ど

おり 

予定どおりでな

い 

(2) 十分である おおむね十分 十分でない 

(3) 反映していた おおむね反映 反映していない 

1 次期総合計画の策定 (1) 予定どおり 企画政策課 

(現 :企画情報

課) 

(2) おおむね十分 

(3) 反映していた 

2 第６次行政改革大綱の策定 (1)  経営管理課 

(2) 十分である 

(3) 反映していた 

3 安城市データヘルス計画の策

定 

(1) 予定どおり 国保年金課 

(2) 十分である 

(3) 反映していた 
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4 安城市環境基本計画の見直し (1) 予定どおり 環境首都推進

課 (現：環境

都市推進課) 

(2) 十分である 

(3) 反映していた 

5 開発等事業に関する手続条例

(仮称)の制定 

(1) 予定どおり 建築課 

(2) おおむね十分 

(3) 反映していた 

6 (仮称）明治本町公園基本計画

の策定 

(1) 予定どおり 公園緑地課 

(2) 十分である 

(3) 反映していた 

7 安城市汚水適正処理構想の策

定 

(1)  下水道建設課 

(2) 予定どおり 

(3) 反映していない 

8 第３次安城市生涯学習推進計

画の策定 

(1) 予定どおり 生涯学習課 

(2) おおむね十分 

(3) おおむね反映 

9 第２次安城市スポーツ振興計

画の策定 

(1) 予定どおり スポーツ課 

(2) 十分である 

(3) おおむね反映 

10 第３次安城市子ども読書活動

推進計画 

(1)  中央図書館 

(2) おおむね十分 

(3) おおむね反映 

11 国指定史跡本證寺境内の保存

活用についての計画策定 

(1)  文化振興課 

(2) 十分である 

(3) 反映していた 

※No.2、7、10、11 の(１)は、予定評価時に未計上のため空欄となっています。 

   

   

５ 対象事項への意見等 

 

対象事項名 １ 次期総合計画の策定 【企画政策課】現：企画情報課 

事業の概要 安城市自治基本条例第２０条に基づき、次期安城市総合計画を策定す

る。 

意見 ・討議会の参加者が 29名と少ないため、全市民が知りうる方法で募集

すべきではないか。 

・市民公募３名、議事録の公開、パブリックコメントへの意見及び反

映がウェブサイトに掲載されており、市民参加の手法が適切に対応

がされている。 

・市民公募の委員が欠員となった後、原則補充をすべきであった。 
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対象事項名 ２ 第６次行政改革大綱の策定 【経営管理課】 

事業の概要 第 5 次行政改革大綱が終了するが、引き続き安城市として行政改革に

取り組んでいく必要があるため第 6 次行政改革大綱として新たな指針

を策定し、行政改革に取り組んでいく 

意見 ・市民公募２名、議事録のウェブサイトへの掲載、ｅモニターアンケ

ートの実施と適切な市民参加の対応がされている。 

・審議会の開催回数については、骨子案の審議だけであり１回は妥当

である。ｅモニターアンケートが実施されたが、それに加えて次年

度に予定されている市民アンケートと合わせて市民の意見を聴取す

べきと考える。 

・平成２８年度実施予定の市民アンケートについては、理解しやすい

内容に留意してほしい。 

 

 

対象事項名 ３ 安城市データヘルス計画の策定 【国保年金課】 

事業の概要 「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき、国

保加入者の医療データや健診データを保健事業に活用するための計画

を策定する。 

意見 ・審議会の開催予定１回であったが、実績では２回開催された。ま

た、アンケートも追加実施されていることは評価できる。 

・アンケートの回収率が低すぎる。アンケートの回収率を上げるため

の工夫の余地があったのではないか。 

 

 

対象事項名 ４ 安城市環境基本計画の見直し【環境首都推進課】 

現：環境都市推進課 

事業の概要 現計画の改定後５年を経過する平成２７年度末（平成２８年３月）ま

でに、計画の見直しを行う。 

意見 ・市民公募２名、議事録のウェブサイト掲載、パブリックコメントの

的確な回答と反映がされており、適切な対応がされている。 

 

 

対象事項名 ５ 開発等事業に関する手続条例(仮称)の制定【建築課】 

事業の概要 開発等事業に関する手続きに関する必要な事項を定め、市民・事業

者・市の協働による住みよい街づくりを推進する。 

意見 特になし 
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対象事項名 ６ (仮称)明治本町公園基本計画策定【公園緑地課】 

事業の概要 明治本町地内へ新規公園を建設するにあたり、地元住民と公園の基本

計画図（構想図）を策定する。 

意見 ・ワークショップの回数・参加者が町内会役員だけでなく、市民公募

されたことは画期的である。 

・街区公園のため地域住民主体で行うのは問題ないが、市全体の位置

づけや今後防災面等を考慮した上での防災関係者や幅広い世代の参

加者があるとさらによかった。 

・利用対象者地域の住民に、広くアンケート等の手法も検討してもよ

かったのではないか。 

・ワークショップについても、議事録を公開すべきである。また、計

画策定の経緯を公開すべきである。 

 

 

対象事項名 ７ 安城市汚水適正処理構想の策定【下水道建設課】 

事業の概要 汚水処理施設の整備を計画的・効率的に行うために、適正な整備手法

の選定・整備スケジュールを示し、今後の整備方針とする。 

意見 特になし 

 

 

対象事項名 ８ 第３次安城市生涯学習推進計画の策定 【生涯学習課】 

事業の概要 現計画（第２次）の後継計画として、より良い生涯学習の環境を整え

るため、第３次安城市生涯学習推進計画を策定する（当初は、平成 26

年度に策定完了予定であったが、精査を必要とする内容が生じたた

め、策定が１年間延期となった）。 

意見 ・ワークショップ、審議会、パブリックコメントとも予定通り行われ

ており問題ない。 

・同種の審議会(例：スポーツ振興計画策定委員会、男女共同参画審議

会等)とのバランスを考えると、市民公募は３名でも良いのではない

か。 

 

 

対象事項名 ９ 第 2 次安城市スポーツ振興計画の策定 【スポーツ課】 

事業の概要 スポーツ基本法第 10 条第 1 項に基づき、第 2 次安城市スポーツ振興

計画を策定する。 

意見 ・市民公募３名、議事録ホームページ掲載、パブリックコメントへの

的確な回答と反映がされており、適正な対応がされている。 

 

 



6 

対象事項名 10 第３次安城市子ども読書活動推進計画【中央図書館】 

事業の概要 子どもの読書環境の整備と充実を図るため、第３次安城市子ども読書

推進計画を策定する。 

意見 ・市民公募２名、議事録ホームページ掲載、パブリックコメントへの

的確な回答と反映がされており、適正な対応がされている。 

・同種の審議会(例：スポーツ振興計画策定委員会、男女共同参画審議

会等)とのバランスを考えると、市民公募は３名でも良いのではない

か。 

 

対象事項名 11 国指定史跡本證寺境内の保存活用についての計画策定

【文化振興課】 

事業の概要 国指定史跡本證寺境内の保存管理と、今後の活用整備の構想について

の意見を聴取する。 

意見 ・ｅモニターアンケート回収率が 80％と高く、今後の成果(結果)に注

目したい。 

・地元住民以外にもワークショップを広げてやっていってほしい。 

・ワークショップが公開で開催されたことは大変良いことである。議

事録は内容に応じて公開・非公開の使い分けをすべきではないか。 

 

６ 市民参加の推進全般に関するご意見等 

・大半の対象事項で、市民公募、議事録や成果物（条例や計画書等）のウェブサイト掲載、パ

ブリックコメントへの的確な回答と反映がされており、適切な対応がされている。 

・市民公募の委員が欠員となった場合、原則補充をするよう検討していただきたい。 

・市民参加推進評価会議を参考にし、市民公募委員の比率は委員総数の５分の１以上を目標に

する。 

・№４（安城市環境基本計画の見直し）や№８（第３次安城市生涯学習推進計画の策定）のよ

うに、ワークショップで検討された市民提案が計画書に反映されたことは画期的なことであ

る。今後他の計画策定時は模範としてほしい。 

・パブリックコメントの実施時期がプラン等の最終案が固まった時期に行うことが多いが、プ

ランの素案が出来たタイミングに実施するなど、実施時期については検討の余地がある。ま

た、計画策定の初期段階にパブリックコメントを実施したとしても、最終案の時点でのパブ

リックコメントは必須であるため、2 回行うことによる費用や時間を勘案して、やるべきも

のかどうか市役所の内部で検討してはどうか。（両論の意見がでました） 

・意見を出していただいた方へ、「このように市公式ウェブサイトに掲載しました」など通知

を出してほしい。 

・「安城市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と「教育大綱」の実績が記載されていなかっ

た。今後はパブリックコメント等の状況を確認するなど評価対象を確実に記載できるようチ

ェックの仕組みを構築すべきである。 

 


